
Ｎ０．０２

項 目

目標年度

平成32年度

平成32年度
平成27年度

見込額
38,264

18,000

420
479

142

19,223

17,640

11,250

6,390

925

658

21,592
16,672

1.00
1.00

４回
19.2%

19,223

17,640

補助金

国・県支出金

1,651 2,649 6,390 6,390

690

438

455 925

収集所

リサイクル推進
員設置 10,814 10,815 11,250 11,250

13,849 16,672 16,672

財
源
内
訳

18,000

リサイクル推進員費 0 420

資源ごみ売払収入
還元金

485 479

20,000

14,380

生ごみ処理機購入
補助金

使用済自動車等海
上輸送費補助金 658

925

事務事業費

1,112

事業開始年度

12,465

款
会計

461 658

13,464 17,640

平成24年度
決算額

項目
平成25年度

予算額

平成16年度

活動指標

成果指標

自治会長説明会（４月）・広報紙（２月）・
衛自連だより（７月、２月）
　計４回　※その他ＨＰ掲載

指標名

資源率 33.5%

105 142

ごみ教育パンフレット代 504

事項

経
費
及
び
指
標
の
推
移

　２　事務事業の実施　（Ｄｏ）

19,223

資源ごみ分別推進事業費

142

平成26年度
見込額

38,264

18,000

420

平成23年度
決算額

35,319 38,264

479

34,970

20,000

その他 32,547 21,121 21,592 21,592
一般財源 2,772

小施策

ごみ処理の充実

ごみ減量児童作品コン
クール広報用ポスター代

施策

ごみ処理費衛生費 清掃費
一般会計

一体化躍動プラン 地域力再生プロジェクト
重点施策 防災・生活安全対策及び環境対策の充実による安全なまちづくり

概要 　資源ごみの分別収集、ごみの減量化、再資源化の推進を行うもの。

ごみ減量再資源化
補助金

110

・広報紙等による啓発活
動

目標値

事
業
の
内
容

13,593

予算
科目
等

資源ごみ分別推進事業平成25年度 評価表 ［単位：千円、人］

　①市民　②自治会　③地区コミュニティ協議会

①ごみ収集所設置の補助（自治会）
②リサイクル推進員の設置補助（自治会）
③資源ごみ売り払い収入を地区コミュニティ協議会に還元（地区コミ）
④生ごみ処理機購入補助（市民）
⑤使用済自動車の海上輸送費の補助（甑島地域）

　ごみの分別、減量化、再資源化の推進のため。

対象（誰を、何を対
象とする事業か）

手段（市がどのよう
な活動をするか）

意図（どのような目
的で事業を行うか）

市民福祉部　環境課所管部課名
根拠法令等 ごみ処理基本計画・廃棄物の処理及び清掃に関する法律ほか

細事項資源ごみ分別推進事業費

誰もが安心して快適に暮らせるまち
づくり

担当者 橋口　堅
 １　事務事業の位置付け（Ｐｌａｎ）

政策

事業の種類 ■ ソフト事業　　　　□ 建設・整備事業　　　　□ 施設管理　　　　□ 内部管理

資源ごみの分別収集・リサイクル等の推進

要員配置状況 1.00 1.00 1.00 1.00
職員 1.00 1.00 1.00 1.00
嘱託員
臨時職員等

特筆すべき事項等

○平成２４年度から平成２５年度の増減要素
・資源ごみ売払収入還元金△2,000千円…財政運営プログラムによる減、今後も
削減が求められている。
・ごみ減量再資源化補助金（収集所）＋3,741千円…資源ごみの収集所による収
集を促進し、収集機材の運搬経費の削減を行うもの。

活動実績・計画 ４回 ４回 ４回 ４回
成果指標の推移 14.6% 10.6% 13.5% 16.3%

1
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□ 休止　　　□ 廃止

　□高い　　　　□低い
今後の改革の方向性

□ 現状のまま継続

□ 見直しの上で継続⇒今後の方向性 □拡大 □他の事業と統合 □手段の改善 □移管 □縮小

事務事業の視点別評価

□ 休止　　　　　　　　　　□ 廃止

　□高い　　　　□低い

　４　事務事業の改革・改善の方向性　（Ａｃｔｉｏｎ）

□ 現状のまま継続

外
部
評
価
（
二
次
）
結
果

まとめ（補助金等評価を含む。）

　□高い　　　　□低い
妥当性　　⇒
効率性　　⇒
有効性　　⇒

上記方向の理由
・地区コミュニティ協議会別資源ごみ収集報償金について、現在地区コミュニティ単位での交付
を、市民の分別意欲増進のため自治会（一部地区コミュニティ協議会）への交付に変更する方向で
検討する。
・市民への啓発活動については、衛生自治団体連合会と連携し進めていく。

改革・改善の内容とそれを実施していくための手段・計画
・コミュニティ課と協議・連携を図りながら進める。
・衛生自治団体連合会と十分協議・連携しながら進める。

　地区コミュニティ協議会別資源ごみ収集報償金は、市民の分別意欲増進のために交付しているが、実
際に分別作業を行っているのは自治会であるため、自治会の分別意欲増進のため、コミュニティ課所管
の自治会運営補助金に加算して自治会に交付できないか協議中である。
　リサイクル推進員設置補助も自治会単位の補助であるため、自治会運営補助金に加算して交付し事務
の軽減化が図られないか協議中である。

（上記選択の理由）

（上記選択の理由）
　廃棄物の処理及び清掃に関する法律により、一般廃棄物の減量に関する住民の自主的な活動の促
進は市の責務となっている。

有
　
効
　
性

今後の改革の方向性

対象・手段の妥当性 　□ 妥当である　　　■ 改善の余地はある　　　□ 妥当ではない

市が関与すべき妥当性 ■ 市で実施すべき　　　□ 民間でも可能　　　□ 民間で実施すべき

 □ 削減の余地がある　　　　　■ 削減の余地はない

（上記選択の理由）
　ごみ収集・運搬、減量化、資源化、苦情対応等廃棄物に伴う全般の対応を職員３名、嘱託員１名
の中で同事業を対応しており、削減余地はないと考える。

成果の達成度 □ 達成度はかなり高い　　□ 達成度はやや高い　　■ 達成度は低い

（上記選択の理由）
　資源化率１１～１３％は、全国平均約２０％より低く、７５％～８０％を実現している市町村も
ある。

　生ごみのリサイクルや食用油等の分別など分別種類の拡大により資源化率が高くなるが、市民に
負担となるため市民の理解が必要である。
 また、市民への負担増により不法投棄の増加も心配される。

　３　事務事業の視点別評価　（Ｃｈｅｃｋ）

妥
　
当
　
性

効
　
率
　
性

 ■ 削減の余地がある　　　　　□ 削減の余地はない

（上記選択の理由）

成果の向上余地 □ 余地がかなりある　■ 余地がある程度ある　□余地はほとんどない

（上記選択の理由）

　地区コミュニティ協議会別資源ごみ収集報償金は、自治会の資源ごみ回収に伴う売却収入を主な
財源として交付しており、可燃ごみ、不燃ごみを含めたごみ収集経費は約３億円を要しているた
め、売却収入のごみ収集経費への一部充当できないか検討しているが、報償金を削減すると市民の
分別意欲が後退し、また、不法投棄が増加する心配がある。

要員配置の削減余地

■ 見直しの上で継続⇒今後の方向性 □拡大 □他の事業と統合 ■手段の改善 □移管 □縮小
内
部
評
価
（
一
次
）
結
果

事業費の削減余地
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ごみの減量化・リサイクル対策の取り組み 
Ｈ２５．５．２１市民福祉部環境課 

１ 資源物の定義  

一般家庭で不用となった物品のうち 

「古紙類」、「空き缶類」、「空き瓶類」、「ペットボトル」、「プラスチック類」 

 

２ ごみの分別について広報紙等での啓発活動  

広報薩摩川内２月号でごみ分別の周知。 （※参考 衛自連だより ７月、２月）  

 

３ ごみ分別説明会の実施 

年度 回数 

平成 17年度 なし 

平成 18年度 ３回 

平成 19年度 ４回 

平成 20年度 ４回 

平成 21年度 ５回 

平成 22年度 １回 

平成 23年度 なし 

平成 24年度 なし 

 

４ 市⇒地区コミへの還元 
 

各自治会が資源ごみ収集 
        ↓ 

ご み 収 集 業 者 
        ↓ 

古紙、空缶、スチール、アルミ等 空瓶、ペットボトル等 
                                    ↓ 

川内クリーンセンター 
                                        ↓  

再資源化業者  容器包装リサイクル協会
         ↓                              ↓ 

資源ごみ売払収入  再商品化合理化拠出金 
  ↓                             ↓ 

   薩  摩  川  内  市 
        ↓ 

地区コミへ還元 ※ H24:2 千万円還元 
 

 

５ 「ごみ教室パンフレット」配布  小学４年生を対象に配付 １，２００部 

 

６ ごみ減量児童作品コンク－ル 

  衛生自治団体連合会が、環境フェア－の表彰に合わせ、市内の小学４年生に標語とポスター募集。

市が入賞者のポスターを作成。 

 

７ リサイクル推進員の設置 

（１）設置の目的…資源ごみ分別の指導・監督、リサイクルステーションの管理他 

（２）自治会に設置した場合の助成（ごみ減量再資源化補助金） 

資源物ステーション管理運営補助金として、 

設置１人当たり月額 1,250 円×12 月（約 750 名）＝1,125 万円を予算措置 
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８ リサイクルステーション設置の助成（ごみ減量再資源化補助金） 

区 分 内 容 備 考 

プレハブ型 

資源物 

収集施設 

設置

1.0 坪～1.5 坪 10 万円限度 

1.5 坪～2.0 坪 13 万円限度 

2.0 坪～   15 万円限度 

 

移設
経費の 2 分の 1（3万円限度） 

1 施設 1 回、設置補助後 3 年経過後

※補助対象経費 
工事請負費、労務費等 

プレハブ以外 

（可燃等） 
設置 経費相当分（5万円限度） 

※補助対象経費 
工事請負費、労務費、資材購入費

収集施設の補修 経費の 2 分の 1（3万円限度）  

 

９ 生ごみ処理機購入の助成（生ごみ処理機購入補助金） 

区 分 内 容 備 考 

生ごみ処理機、コンポスト、ＥＭ菌

生ごみ密封発酵容器 

購入した経費の 2 分の 1 

（2 万円限度） 

本市に住所を有していること 

市税等の滞納がないこと。 

 

10 使用済自動車等海上輸送費の助成（使用済自動車等海上輸送費補助金） 

使用済自動車等の海上輸送のための船舶運賃、荷役費用の 8割を(財)自動車リサイクル促進センター

が助成 

 

11 その他 

（１）公設ごみステーションの設置 

収集区域の収集日と同じ午前 7時～9 時 シルバー人材センターに管理委託 

公設ステーション 設置場所 

川 内 

(３ケ所) 

川内北中校区 鶴峰市営住宅跡地の一部 

川内南中校区 新幹線車両基地近く 

川内中央中校区 川内駅東口エブリワン横 

樋脇・入来・東郷・祁答院 樋脇・入来は保健センターに設置。東郷・祁答院は支所に設置。 

 

（２）臨時資源物ステーション開設 

毎月第二日曜日、本庁東側駐車場、資源ごみ全品対象 シルバー人材センターに委託 

 

12 衛生自治団体連合会の取り組み 

（１）指定ごみ袋の販売 指定ごみ袋指定店 約 300 店 

区分 種類 価格 枚数 1 枚当 容量 

燃やせるごみ 

大 300 円 20 枚 15 円 45  

中 240 円 20 枚 12 円 20  

小 200 円 20 枚 10 円 13  

燃やせないごみ 
大 200 円 10 枚 20 円 45  

中 150 円 10 枚 15 円 20  

 

（２）指定ごみ袋収益金の一部を各地区コミへ交付  

指定ごみ袋の利益の一部を環境美化推進事業補助金として還元 

  平成２４年度交付 9,000 千円 1 世帯当 229 円で交付 

 
（３）マイバックキャンペーン（ごみ減量キャンペーン）  

１０月、市と衛自連共同で無料レジ袋の削減のため、３，１００個をスーパー等で配布 

２月、生涯学習フェスティバルにて１，０００個を配布 
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平成２４年度資源物分別回収事業補助金実績 

Ｈ２５．５．２１環境課 

１ ごみ減量再資源化補助金 

（１）リサイクル推進員設置補助金           １０，８１５，０００円 
                （単位：人） 

区分 川内 樋脇 入来 東郷 祁答院 里 上甑 下甑 鹿島 計 

人数 413 89 72 44 33 5 11 47 7 721

 ※ 川内地域東大谷自治会が１１月分 
 

（２）収集施設の設置に係る補助金           ２，６４９，０００円 

 ① 資源物収集施設設置補助金（プレハブ型）     １，８３６，９００円 
                  （単位：上段 件、下段 円） 

 区分 川内 樋脇 入来 東郷 祁答院 里 上甑 下甑 鹿島 計 

新

設 

件数 4 5 1 1  11

金額 900,000 530,000 100,000 130,000  1,660,000

移

設 

件数 2 1  3

金額 90,000 30,000  120,000

補

修 

件数 3 1  4

金額 26,900 30,000  56,900

計 
件数 9 7 1 1  18

金額 1,016,900 590,000 100,000 130,000  1,836,900

 

 ② 可燃、不燃、資源（プレハブ以外）           ８１２，１００円 
                  （単位：上段 件、下段 円） 

区分 川内 樋脇 入来 東郷 祁答院 里 上甑 下甑 鹿島 計 

新

設 

件数 8 2 1 3  14

金額 399,500 100,000 50,000 136,000  685,500

補

修 

件数 2 4 1  7

金額 54,100 12,500 60,000  126,600

計 
件数 10 2 1 7 1  21

金額 453,600 100,000 50,000 148,500 60,000  812,100

 

２ 生ごみ処理機購入補助金                  ４５４，６００円 
                  （単位：上段 件、下段 円） 

区分 川内 樋脇 入来 東郷 祁答院 里 上甑 下甑 鹿島 計 

件数 38 1 6 4 1 50

金額 318,200 20,000 52,100 44,300 20,000 454,600

 ※ 内訳（コンポスト１７件、電気２０件、EM１３件） 
 

３ 使用済自動車等海上輸送費補助金               ４６０，９００円 
                   （単位：上段 台、下段 円） 

台数 74

金額 460,900
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千円 千円 千円

分類

割合（％）

評価表 ０２－０１

所管部課名

補助経過年数

ごみ減量再資源化補助金平成25年度

事務事業名 資源ごみ分別推進事業

　自治会及びこれに準ずる住民自治組織
①リサイクル推進員の設置
②プレハブ型資源ごみ収集施設の新設・移転・補修に要した経費
③プレハブ型資源ごみ収集施設以外の資源ごみ収集施設及び一般廃棄物収集施設の新設・補
修に要した経費

事業・活動の
内容

①資源ごみ分別の指導・監督及びごみの適正な排出の指導
②プレハブ型資源ごみ収集施設の新設・移転・補修
③プレハブ型資源ごみ収集施設以外の資源ごみ収集施設及び一般廃棄物収集施設の新設・補修

成果指標①

一般財源 その他の内容

17,640

平成25年度
予算額

17,640 千円

国県支出金 その他

目標年度

平成３２年度

目標値

33.5%

指標名

資源化率

成果指標②

収
入

自己資金 0 0

補助金額又は
補助率

①リサイクル推進員１名につき月額1,250円×月数（年額15,000円）
②新設　プレハブ型資源ごみ　対象経費相当額
　　　　2坪型･･･15万円、1.5坪型･･･13万円、1坪型･･･10万円を上限とする
　　　　プレハブ型資源ごみ以外の収集施設　対象経費相当額、5万円を上限とする
③移設　プレハブ型資源ごみのみ　対象経費の50％、3万円を上限とする
④補修　対象経費の50％　3万円を上限とする

補助金額又は補
助率の積算方法

合併協議により旧川内市の制度を適用

補
助
を
受
け
る
事
業
（
団
体
）
等
の

過
去
３
ヵ
年
の
歳
入
・
歳
出
決
算
の
状
況

項目
平成22年度 平成23年度 平成24年度

金額（円）

0

会費収入

割合（％） 金額（円） 割合（％） 金額（円）

寄付金・その他助成

事業収入

市補助金

計 0 0 0

（前年度繰越金）

人件費

支
出

事業費

その他事務費

（翌年度繰越金）

翌年度繰越金/市補助金

そ
の
他
特
記
す
べ
き
事
項
等

①平成２４年度予算において、新規リサイクル推進員に対する研修会謝金、旅費の計上をせず現地研修など研修方法の
見直しを検討した。
②「自治会補助金に統合すべき」との意見をいただき、その方向で検討している。
③各自治会がふるさとクリーン大作戦への参加、清掃活動等を行っている。
④ＨＰ広報紙誌等で補助制度の周知を行うほか、リサイクル推進員研修会について衛自連だよりで周知した。
⑤市民のボランティアで進められている、市が直接実施した場合多額の経費が必要となる。
⑥全国的にも低い資源率ではあるが、行政が分別を厳しくすると不法投棄が増えるため、啓発により市民の減量化、資
源化の意欲向上に努めることが重要である。
⑦資源ごみ売却収入が直接自治会に届く制度とともに、指定ごみ袋の在り方、ごみの有料化についても検討が必要であ
る。

成果指標の推移①

成果指標の推移①

11.1% 14.6% 10.6%

担当者市民福祉部　環境課 橋口　堅

根拠法令 ごみ処理基本計画・廃棄物の処理及び清掃に関する法律ほか

２１年以上

補助対象者

補助対象経費

□運営補助のみ ■事業補助のみ □運営補助と事業補助の両方 □その他

支出計/前年度支出計
自己資金/前年度自己資金

計 0 0 0
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〈補助金の視点別評価〉
主管
課

A

A

A

A

A

A

A

A

必
要
性

有
効
性

要件

公
益
性

①　特定の目標・成果の達成に向けて、一定
の団体等に一定の補助を行うことが直ちに必
要であると認められる。

②　社会的弱者の救済、地域的ハンディの克
服等の観点から、当面、補助を通じた行政の
支援が必要であると認められる。

　達成しようとする目標・成果が市民ニーズに
合致しており、かつ、その目標・成果の達成に
向けて、適切な効果を生じている。（その目
標・成果を測るための適当な効果指標の設定が
なされている。）

改革・改善の内容とそれを実施していくための手段・計画

リサイクル推進員の設置やごみ収集施設設置の補助制度により、ごみの減量化・資源化にある程度の効
果を果たしてきたが、これ以上の劇的な改善を図るには、小型家電や衣類ほか資源分別の種類を拡大
し、収集を促すような制度の構築を検討する必要がある。

内
部
評
価
（
一
次
）
結
果

今後の改革の方向性

■ 現状のまま継続

□ 見直しの上で継続⇒今後の方向性　□拡大　□他の補助金と統合　□補助内容の改善　

　　　　　　　　　　　　　　　　　 □移管　□縮小

□ 休止

□ 廃止
上記方向の理由

平成２３年度のリサイクル率は、１４．６％で、本市の平成３２年度目標３３．５％、全国平均２０．
４％をまだ大きく下回っている。今後もごみの減量化と資源化を推進するため補助制度は必要である。

〈補助金の見直し結果〉

　自治会は、リサイクルの推進や環境美化活動
以外でも地域振興等公益的な活動を行ってい
る。

　減量化、資源化の成果達成のためには、当該
補助金制度に加え、資源ごみ売り払い収入還元
による分別意欲の向上、広報周知活動など様々
な取り組みが必要である。

リサイクル推進員については、名簿を提出さ
せ、ごみ収集所の補助金については、施工前、
施工後の写真、領収書等を徴している。

評価した内容についての説明

　自治会単位で活動していただくことにより、
地域において多くの市民の参加でリサイクルの
推進や環境美化活動が取り組まれている。

②　補助率又は補助額が、明確な根拠によって
積算されたものであり、かつ、社会経済情勢に
照らし、著しく妥当性を欠く水準とはなってい
ない。（交付要綱の補助基準）

③　補助を受ける団体等の活動状況等に照らし
合わせて、自助努力がみられないなど、明らか
に半永続的・固定的な補助にはならないと見込
まれる。

④　当該補助事業以外にその団体が行う活動の
状況においても一定の公益性が認められる。

⑤　特定の目標・成果の達成に向けて、当該補
助金等の交付以外に適当な政策手段がないか、
又は当該補助金等の交付が最も妥当な政策手段
であると明確に認められる。

⑥　補助の対象となる経費が、明確に規定さ
れ、その内容は補助目的に照らし、公費を充て
るものとして、著しく妥当性を欠くものとは
なっていない。

A

項　　目

【主管課評価・・・Ａ=合致、Ｂ=概ね合致、Ｃ=課題あり】

適
格
性
及
び
妥
当
性

　ボランティアにより積極的に活動していただ
いている。

②に該当。
　自治会は、積極的に地域のリサイクルの推進
や環境美化活動に取り組まれているが、自治会
の会費だけでは実施できないので、行政の支援
が必要である。

　補助額については、自治会の負担が大きくな
らないよう、また、より活用していただくよう
適切に設定されているものと認識している。

①　補助の対象となる事業について、行政が直
接実施するよりも、行政以外の者が行う方が適
当であると明確に認められる。

　補助の対象となる事業又は補助を受ける団体
等の活動が、直接又は間接に、不特定多数の市
民の福祉の向上及び利益の増進に寄与してい
る。

　次のいずれかに該当するものである。

　市民の生活環境の保全と地域の環境美化とい
う市民ニーズに合致した目標であり、リサイク
ル回収やごみの分別指導、不法投棄の対応など
ボランティアにより多くの市民が活動されてい
る点で効果がある。

　行政が強い指導を行えば不法投棄を増大させ
る可能性があり、家庭ごみを排出する市民の自
主的な活動により、減量化、資源化の効果は大
きいと思われる。
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千円 千円 千円

分類

割合（％）

事務事業名 資源ごみ分別推進事業

根拠法令 ごみ処理基本計画・廃棄物の処理及び清掃に関する法律ほか

補助経過年数 ２１年以上

平成25年度 生ごみ処理機器購入補助金 評価表 ０１－０２

所管部課名 市民福祉部　環境課 担当者 橋口　堅

925

指標名 目標値 目標年度

成果指標① 　申請者数 年間２００件 平成３２年度

平成25年度
予算額

925 千円

国県支出金 その他 一般財源 その他の内容

補助対象経費

　当該容器又は機器の購入に要した経費

□運営補助のみ ■事業補助のみ □運営補助と事業補助の両方 □その他
事業・活動の
内容

　家庭ごみの減量化を図るため、生ごみ処理機器の購入経費の一部を補助する。

補助金額又は
補助率

　対象経費の５０％とし、上限を２万円する（百円未満切捨て）

成果指標②

補助対象者 　生ごみ処理機器の購入・設置者

補助金額又は補
助率の積算方法 　合併協議により旧川内市の制度を適用

補
助
を
受
け
る
事
業
（
団
体
）
等
の

過
去
３
ヵ
年
の
歳
入
・
歳
出
決
算
の
状
況

項目
平成22年度 平成23年度 平成24年度

金額（円） 割合（％） 金額（円） 割合（％） 金額（円）

収
入

自己資金 0 0 0

会費収入

寄付金・その他助成

事業収入

市補助金

計 0 0 0

（前年度繰越金）

支
出

事業費

その他事務費

人件費

計 0 0 0

（翌年度繰越金）

翌年度繰越金/市補助金

成果指標の推移① 103件 109件 50件

支出計/前年度支出計
自己資金/前年度自己資金

成果指標の推移①

そ
の
他
特
記
す
べ
き
事
項
等

①特になし
②特になし
③　－
④制度活用について、市ホームページ、広報紙で周知している。
⑤制度の周知により市民のごみ減量化の意識啓発に効果がある。
⑥交付実績は、毎年１００件程度であり、さらに申請件数を増やしたい。
⑦購入された生ごみ処理機が活用されているのか検証する必要がある。個人単位の助成だけではなく、
自治会等の共同処理に対する助成制度についても検討する必要がある。
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〈補助金の視点別評価〉
主管
課

A

A

A

A

A

A

C

A

【主管課評価・・・Ａ=合致、Ｂ=概ね合致、Ｃ=課題あり】

要件 項　　目 評価した内容についての説明

公
益
性

　補助の対象となる事業又は補助を受ける団体
等の活動が、直接又は間接に、不特定多数の市
民の福祉の向上及び利益の増進に寄与してい
る。

　市民ひとりひとりの活動が市全体のごみの減
量化につながる。

必
要
性

　次のいずれかに該当するものである。

A

②に該当。
　生ごみ処理機は数万円するものもあり、各家
庭で使用するためには、助成が必要である。①　特定の目標・成果の達成に向けて、一定

の団体等に一定の補助を行うことが直ちに必
要であると認められる。

②　社会的弱者の救済、地域的ハンディの克
服等の観点から、当面、補助を通じた行政の
支援が必要であると認められる。

有
効
性

　達成しようとする目標・成果が市民ニーズに
合致しており、かつ、その目標・成果の達成に
向けて、適切な効果を生じている。（その目
標・成果を測るための適当な効果指標の設定が
なされている。）

　市民の生活環境の保全と地域の環境美化とい
う市民ニーズに合致した目標であり、リサイク
ル回収やごみの分別指導、不法投棄の対応など
ボランティアにより多くの市民が活動されてい
る点で効果がある。

適
格
性
及
び
妥
当
性

①　補助の対象となる事業について、行政が直
接実施するよりも、行政以外の者が行う方が適
当であると明確に認められる。

　家庭ごみを排出するのは各ご家庭であり、排
出時に分別や生ごみ処理を実施することにより
ごみの減量化につながる。

②　補助率又は補助額が、明確な根拠によって
積算されたものであり、かつ、社会経済情勢に
照らし、著しく妥当性を欠く水準とはなってい
ない。（交付要綱の補助基準）

　補助額については、ご家庭の負担が大きくな
らないよう、また、より活用していただくよう
適切に設定されているものと認識している。

③　補助を受ける団体等の活動状況等に照らし
合わせて、自助努力がみられないなど、明らか
に半永続的・固定的な補助にはならないと見込
まれる。

　同じ申請者が複数回も購入することは想定さ
れず、広く市民に活用される制度となってい
る。

④　当該補助事業以外にその団体が行う活動の
状況においても一定の公益性が認められる。

　生ごみ処理機の活用により、ごみの減量化・
資源化の大切さを認識され、様々な機会で生か
されることが期待できる。

⑤　特定の目標・成果の達成に向けて、当該補
助金等の交付以外に適当な政策手段がないか、
又は当該補助金等の交付が最も妥当な政策手段
であると明確に認められる。

　生ごみの回収による資源化も考えられるが、
回収経費の増加と、回収に伴う市民の理解と協
力が必要である。

⑥　補助の対象となる経費が、明確に規定さ
れ、その内容は補助目的に照らし、公費を充て
るものとして、著しく妥当性を欠くものとは
なっていない。

　生ごみ処理機は安価なものから数万円するも
のもあり、２万円の上限設定と５０％補助の設
定は妥当と考えうる。

〈補助金の見直し結果〉

内
部
評
価
（
一
次
）
結
果

今後の改革の方向性

■ 現状のまま継続

□ 見直しの上で継続⇒今後の方向性　□拡大　□他の補助金と統合　□補助内容の改善　

　　　　　　　　　　　　　　　　　 □移管　□縮小

□ 休止

□ 廃止
上記方向の理由

平成２３年度のリサイクル率は、１４．６％で、本市の平成３２年度目標３３．５％、全国平均２０．
４％をまだ大きく下回っている。生ごみ処理機器購入補助金の申請件数についても毎年１００件程度と
停滞している。今後もごみの減量化と資源化を推進するため補助制度は必要である。

改革・改善の内容とそれを実施していくための手段・計画

個人単位の助成だけではなく、自治会等の共同処理に対する助成制度を構築し、生成した堆肥を花いっ
ぱいまちづくり推進事業での地域の花壇に活用するなどのしくみを検討したい。

17



18



19



20



21


